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■私的録音録画補償金制度の見直しについては､2003年４月４

日に行われた｢文化庁:私的録音補償金制度見直しの検討｣を
皮切りに､2004年から2005年にかけては｢法制問題小委員会｣、
2006年から2008年までは｢私的録音録画小委員会｣の場にお
いて議論が行われたが､2012年11月のSARVH東芝訴訟最高裁
決定により､現行の私的録音録画補償金制度は､事実上その
機能を停止してしまいました。

新たな制度創設に係る提言について
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園このような状況を打開するため、

慮しつつ､クリエーターへの適切な対価の還元を実現するため
の､新たな制度に閏する考え方について提言を行います。



現行｢補償金制度｣導入前

(1)旧著作権法

1899(明治32)年に施行された旧著作権法では､発行済みの著作物の私的複製は著作権侵害とみなさ

ないこととされていましたが､器械的化学的方法によらないことが要件として付されていたため､その方
法は手写等に限定されていました。

(2)現行著作権法

1970(昭和45)年に著作権法が全面改正された当時､複写・録音機器等は発達･普及の途上にあったこ
と､国民の私的領域における教養｡娯楽などの文化的諸活動を円滑に行わせる必要があったこと､私的

複製に係る複製権を制限しても権利者への不利益は零細であったことなどに鑑み､現行著作権法では、
従来どおり私的複製は権利者の許諾を得ることなく自由かつ無償で行なうことができることとするととも
に､複製手段を手写等に限定する要件は廃止されました。

なお､この法改正と併せて､今後複製手段の発達画普及のいかんによっては著作権者の利益を著しく害
するに至ることも考えられることから､この点について将来再検討が必要であることが指摘されていまし
た。

(3)デジタル録音録画の普及

その後､録音･録画機器や記録媒体が急速に発達画普及し､私的複製が広範かつ大量に行われ､さら
に､デジタル方式の録音･録画機器や記録媒体の高性能化と低価格化が進み､市販用のCDやDVDと同

質の複製物が簡単に作成されることとなりました｡その結果､権利者の経済的利益が著しく損なわれ籍ベ
ルヌ条約9条2項(註1）や著作権法30条における複製権の制限の許容範囲を超えるような状況に至り、
私的複製によって生じる権利者の不利益を救済することの是非について議論されることとなりました。

註1）ベルヌ条約９条2項は､「特別な場合であって､著作物の通常の利用を妨げず､かつ､著作者の正当な利益を不当に害しない」
場合には､加盟国の法令で複製権を制限することができることを定めています。
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現行補償金制度の導入から機能停止まで
P別

(1)補償金制度の導入

録音･録画機器等が飛躍的に進歩していく中､1970年代から1990年代にかけて､私的複製と権利者の

経済的利益の調整を図るための制度の検討が官民双方の場で行われた結果､1992(平成4)年12月の

著作権法改正によって鶏従来どおり私的複製は権利者の許諾を得ることなく自由に行えることとする一

方､権利者の経済的利益を保護するため､私的録音録画補償金制度を導入して一定の補償措置が講じ

られることとなりました。

(2)補償金制度の機能停止

ところが､制度の導入後に生じたパソコンやその周辺機器等の爆発的な普及により､音楽や映像の複

製は､補償金制度が対象とする専用機器･媒体から､それらの汎用機器･媒体へとシフトしていきました。

それに伴って補償金制度は､実質的な機能を次第に失っていきますが､ついに2012年､現行制度の脆

弱性をついて､アナログチューナー非搭載DVDレコーダーに係る録画補償金の支払を拒否した㈱東芝と

私的録画補償金管理協会(SARVH)との訴訟において､最高裁が､｢録画補償金制度はアナログ放送を
録画源とするものであるから､デジタル放送のみ録画する当該レコーダーは特定機器等に該当せず補

償金の対象とはならない｣と判断した知財高裁判決(註2)を支持したことで､録画補償金制度は致命的

な打撃を受けました｡この最高裁決定により､政令の定め方には不備があることと､アナログ放送が停
波した2011年７月24日以降､現行制度の下では事実上録画に閏する特定機器等は存在しなくなることに

よって録画補償金制度が崩壊することの2点が明らかになりました｡これと並行して､録音補償金制度に
ついても､制度が対象とする機器画媒体等と､実際に複製が行われている機器･媒体等に大きな禿離が

生じた結果､事実上の機能を失いつつあります。

註2）一審の東京地裁判決は､当該レコーダーは特定機器等に該当し補償金の対象となると判断しました｡また､この訴訟に先立
ち､文化庁の著作権課長はSARVHの照会に対して､当該レコーダーが特定機器に該当することを書面で回答していました。
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私的録音録画補償金徴収額の椎ﾗ移

■私的録音補償金

音楽用CD-Rなどの需要が下支えして、

o円にはならないまでも､ピーク時の
3％程度に激減。

■私的録画補償金

2012年の最高裁決定により、東芝裁判

の権利者側敗訴が確定｡現行の製品

はすでにデジタル放送専用機にすべて

移行しているが､確定した判決におい

ては､デジタル放送専用機が制度の対

象とはならないと判断されたため､２０１３

年には､ついに徴収額がｏ円となる。

(2)問題点

第１に､補償金の対象範囲が内閣の制定する政令によって決められていることです｡そのため､新たな

録音･録画機器等を政令で指定するに当たっては､関係省庁である文部科学省と経済産業省との間の

合意が前提となることから、当該機器等が大量に流通していても､関係省庁間の合意がなければ当該

機器等は補償金の対象とはならないのです｡現実に､高性能なデジタルオーディオプレーヤーや大容量
の外付けハードディスクなどが次々 と製造･販売され､録音や録画の手段として広く普及しているにもか

かわらず､これらは依然として補償金の対象とされていません。

第２に､特定機器等の製造業者等は､補償金の支払義務者ではなく､補償金の請求･受領に関する協力
義務者とされていることです｡前述したSARVH対東芝訴訟の一審判決は､製造業者等の協力義務は法

的強制力を持つものではないと判示しましたが､この考え方によると､製造業者等が協力義務を遂行し
なくても法律上何らの責任も負わないこととなり､そうなれば補償金制度は事実上機能しません。

（１）概要

我が国の著作権法では､政令で指定された録音･録画機器と録音･録画用記録媒体(以下｢特定機器

等｣といいます｡)を用いて私的複製を行う者が補償金の支払義務者であることを原則としつつ､製造業

者又は輸入業者(以下｢製造業者等｣といいます｡)が協力義務者として特定機器等の販売価格に補償

金を上乗せし､購入者から受領した販売代金の中から補償金相当分を指定管理団体に支払うことを特

則として定め､実際の補償金制度もこの特則に基づいて運営されてきています。

現行制度の概要と問題点
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年度

1９９６

1９９７

１９９８

1９９９

２０００

2001

２００２

２００３

2004

２００５

2００６

ワｎｎ７

2008

2009

2010

２０１１

２０１２

2０１３

私的録音補償金

10億700万円

18億1500万円

２５億5100万円

30億5800万円

38億9500万円

４０億3600万円

33億0400万円

２８億2400万円

23億3900万円

円

15億0700万円

11億5400万円

8億2000万円

5億4400万円

3億7000万円

２億7200万円

３億3500万円

1億1900万円

私的録画補償金

一

－

1億2800万円

2億8500万円

８億3800万円

14億8300万円

１９億5000万円

20億9600万円

16億4500万円

18億8100万円

億8800万円

２５億7800万円

２５億5600万円

５億7300万円

０円

合計

霧'0億700万円
い■‘〃、カョ

18億1500万円

２５億5100万円

３０億5800万円

38億9500万円

４１

３５億8900万円

３６億6200万円

38億2200万円

意6800万円

３６億0300万円

２７億9900万円

２５億0100万円．

２４億3200万円

29億4800万円

28億2800万円

円

1億1900万円

意6400万円



私的複製に係る対価還元の意義について

■デジタル複製技術が高度に発達した現代社会では､芸術や文化の享受

は私的複製を抜きにして考えることはできません｡その隙､私的複製に関係
する｢ユーザー｣、｢複製手段を提供する者｣、｢権利者｣の三者の利益のバラ
ンスを考えることが必要です。

■｢ユーザー｣は、自由かつ無許諾で著作物の私的複製を行うことを通じて

教養や娯楽などの文化的諸活動を簡便に行うことができます｡｢複製手段を

提供する者｣は､利用者が著作物の私的複製を行うことを前提として､複製
機能を有する大量の機材を製造｡販売したり、サービスを提供することにより、
大きな利益を得ています。

■これに対し､｢権利者｣は､創作活動によって著作物を社会に提供していま
すが､複製権の制限を受け、日々行われる大量の私的複製から正当な対価
の還元を受けることができません｡現行の補償金制度が事実上機能しない
現状において､三者の関係は余りにもアンバランスと言わざるを得ません。
また、このアンバランスは世界中で顕在化している問題でもあります。

■このようなアンバランスな状態を正常な状態に修正するためには､上記の

三者における利益の帰属の実態に着目し､経済合理性を備えた新たな制度
を創設することが必要です。

新たな制度創設に係る提言

(1)対象は私的複製に供される複製機能とする

機器､媒体､サービスの別を問わず､私的複製に供される複製機能を

対象とする。

（２）支払い義務者は複製機能を提供する事業者とする

私的複製に供される複製機能を構成する機器､媒体､サービス等の

手段を利用者に提供する事業者を支払い義務者とする。

８
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｜別紙｜
(平成26年度著作物等の適切な保護と利用･流通に閏する小委員会(第３回)配付資料1）

｢私的録音録画に閏する実態調査｣の結果を受けて

～私的録音編～

著作物等の適切な保護と利用･流通に閏する小委員会委員

浅 石 道 夫

畑 陽 一 郎

椎 名 和 夫

実態調査の結果を受けて

調査結果から､国民全体でみて､音楽データが大量に保存さ
れている実態や､音源を音楽CDに限っても､直近1年間で膨
大な数の録音が実施されており､非常に大きな私的録音ニー
ズの存在が明らかになった。※本資料において録音とは､デジﾀﾙ録音を指す。

(2)私的録音に供される機器の販売状況と 金の現状

こうした非常に大きな私的録音ニーズを背景に､メーカーは
私的録音に供される機器を大量に販売しているが､その大半
が補償金の対象ではないため､私的録音補償金の受領額は
激減している。

２



2014年

(1)膨大な保存総体と録音回数

1.私的録音を取り巻く環境の変化～様々な機器でいつでも手軽に～ 門吾
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SCQ14-p41

ＩＱ５Ｑ９－ｐ７８）＞

４

音楽データの録音先をみると､平均録音曲数の多い順にパソコンに内蔵のHDD･SSD(39.4%)、
ﾎ゙ ﾀープﾙｵーﾃ゙ｲｵﾌ゚ﾚｲﾔーの内蔵ﾒﾓﾘー(14.4%)､ＣＤ－Ｒ/CD-RW(11.9%)､ｽﾏーﾄﾌｵﾝ内蔵ﾒﾓﾘー(10.0%)、
パソコンに外付けされているHDD･ＳＳＤ(8.8%)、USBﾒﾓﾘーやSDﾒﾓﾘーｶーﾄ゙などのﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘー(4.7%)、
カーオーデイオ･カーナビ内の内蔵HDD･SSD(3.8%)であり､ユーザーが自由な録音環境の下で多様
な機器媒体に音楽データを録音していることが分かった(数字は全体に占める割合)。

Q4-P56

実態調査から見るユーザーの録音(コピー)機器の多様化

ＩＣＤショップ･レンタル店

｜ 蕊ｉ
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2002年

拳 吟
ＣＤショップ･レンタル店
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一
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Ⅲ大量の音楽データ保存が可能な環境に

n．パソコンの主流化に伴うコピー制限のない私的録音環境への移行

→最も使用されている機器(パソコン)での保存量はS倍以上に

’０溌鎚D）蝿ユ獣洲）
６

録音(コピー)機器の多様化に伴い､ユーザーの私的録音の自

ノ

|ま増加した

『

参考：ＭＤが主流であった2002年に､Sarahが行った｢私的録音に関する実態調査｣では、

ＭＤ保有者の平均保有枚数は25枚であり、１枚当たり１２曲(容量60分を1曲5分)として

試算すると､300曲相当を保有していたことになる。
Ｌ

雪蔚2014年

傷｡蝉…ど;謬鋲鐸輝幽

蕊憩繋
ＣＤショップ･レンタル店

音楽データ

、

景の増大(Ｑ２３
一

■ ■

音楽データ録音機器保有者に各々の機器における保存曲数を聞いた設問では､今回

の調査で最も保有率･使用率の高かったパソコンに内蔵のHDD･SSDで平均1,017.5曲、
パソコンに外付けされているHDD"SSDでは平均2,258.2曲､ホ。_ﾀプﾙｵー ヂｲｵﾌ゚ ﾚｲﾔー の

内蔵ﾒﾓﾘー では平均778.2曲､スマートフオン内蔵ﾒﾓﾘー では平均309.2曲だった｡技術
の進歩に伴い_ユーザーが大量の音楽データを保存できるようになったことが分かる。

＞ ‐ｐｌＯ２）



Ⅳ餌大量に保存されている音楽データ(Ｑ２３‐102Ｐ）

８

本調査102pの音楽データ保存量に関する設問から_今回の２次調査対象ユーザー3,003名の全

今回の実態調査は､15-69歳を対象としており、年齢別の人口構成を踏まえた
調査であるため、国民全体の音楽データ保存総数を試算することが可能である。
すなわち､総務省統計局｢平成26年6月報人口推計｣を参考に､15-69歳の総
人口を87,518,000人として､国民全体(15-69歳)の音楽データ保存総数を試算
すると、

体保存曲数を試算すると以下のとおりとなる。

※239.9％という録音経験率は､ＰＣ等に既に保有している音楽データからの録音のみを行う
ユーザーを含んでいない(ＳＣＱ１３－Ｐ３８)。

※３有料音楽配信サイト等からの録音を含む。

･･･非対象梗器

･･･対象挫器

4Ｃ

録音経験のあるユー

ザー(２次調査対象）
の1人当たりの平均
保存曲数は1,670曲

Ｖ､国民全体の音楽データ保存総数

一
一

※１１，６７０曲…録音経験のあるユーザー(２次調査対象)の1人当たりの平均保存曲数

※２

{87,518,000人×39.9％(録音経験率)｝

が保存されていることになる。

※1

1,670曲×
※３

約Eis3億曲

保存総数＝

‐‐‐ー＝－．毛一一一石.｡＝‐翫＃一

ﾎ゙ ﾀーﾌ゙ﾒ"ﾘーﾃ゙ｨｵﾌ゙ﾚｲﾔー内蔵ﾒﾓﾘー

携帯PHS内蔵ﾒモリー

スマートフオン内蔵ﾒモリー

タブレット内蔵ﾒモリー

ＰＣに内蔵のHDD等

PCに外付けされているHDD等

自宅内のファイルサーバー等

フラッシュﾒモリー

カーオーディオ内のHDD等

オンラインストレージ等

CD-R/ＲＷ(データ用）

CD-R/RW(音楽用）

DVD-RﾉＷ等

ＭＤ

その他ﾒディア

a､鍵器則の嬢右雲教、二・‘＝

Ｍ42

1９５

９４３

1８

1,759

３８２

5４

３９

２５９

326

926

1１９

1２９

１１

総計

1人当たりの平均保存曲数

醗毒i毒あ零君蛋套震霊

７７８．

96.6

309.2

334.5

1.017.5

2.258.2

2398.7

296.9

396

1Ｊ68.3

540-4

392.4

839.7

446.

８２２５

ローt異で戸

篭保左曲薮鮒ａＸａｒ・・

888,704.4

18,837.0

291.575.6

60,879.0

1.789‘782.5

8620632.4

129,529.8

1161978.6

102.667.6

460732.0

1760.170‘４

363,362.4

99,924.3

57,534.0

9,047.5

5,014,357.5

1,670曲



録音を行うユーザー⑧

Ⅵ､国民全体の1年間の音楽データ録音回数(Q5-P58）

人のユーザー

本調査p58のデータより試算すると､録音経験のあるユーザー1人当たりの１
年間の音楽ＣＤからの平均録音曲数は、

Ｐ

＝＝

、

※１

{59,469曲÷3,003人｝×１２力､月＝約237曲である。

※１本調査Q5-p58の１か月当たりの録音曲数のうち、音楽CDを音源とするものを集計

ここから国民全体(15-69歳)の1年間の音楽CDからの録音回数を試算すると、

１年間の音楽ＣＤ ※２

からの録音回数＝237曲×｛87,518,000人×28.1％｝

＝約５s億曲

が録音されていることになる。

※228.1％は､音楽CDからの録音経験者率(SCQ13-p38）

９

利益を享受する者は誰血？

販売するメーカー等事業者｡卿

Ｐ

轡

利益を上げる

87,518,000人×39.9％＝34,919,682

メーカー等事業者。

■
】

大きな私的録音ニーズに応える機器｡媒体を販売して

1０

ｉ
ｆ
‐
，
Ｉ



20,000

1５，０００

(2)私的録音に供される機器の

販売状況と補償金の現状

1．機器の出荷台数と私的録音補償金受領額の推移

私的録音に供される機器の出荷台数､私的録音補償金の受領額の推移は以下のとおりで､私的録
音に供される機器が大量に販売され続けている一方で､補償金の受領額が激減していることが分か
る。

（皇位:千台） （単位:万円）

1０．０００

450.00035.000

1００００００

4００．０００

3０９０００

3５０．０００

25.000

300,000

垂＝私的録音補償金

2500000--ｐＣ

‐=譲画･スマートフオン

200,000-蛍＝タブレット

画崇勺,,デジタルｵー ヂｨｵブﾚｲﾔー

150‘０００＝鵠一ＭＤ(ポータブル含む）

角

０

(年度）
'i２

※出典:JEITA『民生用耀子挫萎国内出蒜践計』.キメ
ラ斡研｢録画/録音機調の国内ﾏー ｹﾌﾄに閲する鯛壷｣、
R1AJ肢計､ＭＭ箆研『国内ﾊ゚ ｿｺﾝ､抵憲電路出荷樫況｣．
君的阻吾楢喧金管理陰金隅ぺ

０
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艮司

Ｌ使用機器と対象機器の乗離(SCQ14-P41）

今回の調査からは､既に確認されたように非常に大きな私的録

音ニーズが存在することに加え､これらの私的録音に #に

れる と補償金の:対象となっている機器との大きな乗離も改め
て確認された。

録音に使用される主な機器の使用率

騨織燃鳥織灘蕊蕊蕊;i,機器の種類X溌熱難；瀦繍&灘

ＰＣ(光学ドﾗｲプ付き）．

ﾎ゙ ﾀーﾌ゙ﾙｵーヂｨｵﾌ゙ﾚｲﾔー(iPod）

ﾎ゙ ﾀーﾌ゙”-ﾃ,ﾚｲわ・ﾚｲﾔー(ios槻器以外）

スマートフオン(iPhoneシリーズ）

スマートフオン(iPhone以外）．

ＰＣ(光学ドﾗｲプなし）

録音機能付きカーオーデイオ･カーナピ

録音機能付き据置型ｺンポ

CD-R/ＲＷレコーダー

獅鰯繍鰯繍繍繍繍使用蕊協鶴灘溌灘§識溌繍溌

67.1％

１８．５％

１４．８％

１７．３％

１ １６画７％

１０．６％

9.0％

7.9％

4.5％

…非対象槻器

･･･対象槻器

1３


